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○
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
医
療
上
の
意
思
決
定
の
代
行
 
 

被
験
者
の
権
利
の
擁
護
 
 

一
．
は
じ
め
に
 
 

未
成
年
、
桝
帥
疾
堪
高
齢
、
緊
急
状
態
な
ど
特
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
患
者
に
判
断
能
力
の
減
退
・
欠
如
が
伴
う
場
合
、
こ
れ
 
 

ら
の
患
者
の
臨
床
試
験
参
加
に
つ
い
て
は
、
‡
と
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
1
ン
セ
ン
ト
原
則
に
閲
し
、
被
験
者
保
護
の
た
め
の
特
別
の
 
 

■
－
一
 
 

判
断
枠
組
み
が
必
要
に
な
る
。
 
 

二
 
間
題
の
所
在
 
 

通
常
の
診
莞
‥
聖
し
は
、
同
意
能
力
を
欠
く
患
者
に
つ
い
て
、
同
意
は
他
者
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
う
る
と
す
る
代
行
判
断
の
法
理
が
妥
 
 

当
す
る
。
し
か
し
、
臨
床
試
験
で
は
医
学
的
適
応
性
、
医
術
的
正
当
性
は
、
欠
け
る
か
低
い
。
臨
床
試
験
は
、
医
学
的
知
識
の
増
大
、
将
 
、
 

‥
、
 
米
の
恩
者
た
ち
（
ク
ラ
ス
と
し
て
の
忠
者
）
の
益
と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
る
P
具
体
的
璧
竃
対
す
る
直
接
の
益
と
い
う
目
的
が
並
存
す
 
t
l
こ
 
 

る
治
療
的
頂
剋
丁
－
、
こ
の
日
的
の
な
い
非
治
摺
的
類
型
と
が
あ
る
じ
臨
床
試
験
は
、
原
理
↓
も
実
際
↓
も
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
 
 

そ
れ
ら
の
諸
問
題
が
判
断
能
力
の
減
退
・
欠
如
し
た
者
に
漉
綿
し
て
腋
寄
せ
さ
れ
る
掌
れ
が
あ
る
C
し
た
が
っ
て
、
代
行
判
断
の
法
理
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を
、
臨
床
試
験
の
場
面
に
無
批
判
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 
 

臨
床
試
験
に
は
、
具
体
的
な
蹄
床
試
験
の
レ
ベ
ル
で
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
に
よ
り
同
意
能
力
を
欠
く
者
を
被
験
者
に
せ
ぎ
る
を
え
な
い
客
 
 

（
4
）
 
 

観
的
炉
型
の
も
の
と
、
具
体
的
な
被
験
者
・
患
者
の
レ
ベ
ル
で
同
意
能
力
を
欠
く
者
が
含
ま
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
本
稿
は
、
先
ず
、
代
行
判
断
の
法
理
の
生
い
立
ち
か
ら
そ
の
限
界
を
認
識
す
る
（
喜
。
そ
の
適
用
場
面
を
、
臨
床
試
験
の
客
 
 

観
的
類
型
論
に
よ
っ
て
（
四
）
、
ま
た
被
験
宅
の
選
定
論
に
よ
っ
て
（
五
）
い
か
に
制
限
す
る
か
を
検
討
し
、
同
意
能
力
の
定
義
、
判
定
 
 

基
準
・
判
定
方
法
の
現
状
と
閉
居
点
に
触
れ
る
。
次
に
、
代
行
決
定
を
概
観
し
〓
ハ
）
、
さ
ら
に
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
■
コ
ン
セ
ン
ト
 
 

（
七
）
、
独
立
の
審
査
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
蕃
査
（
八
）
 
に
言
及
し
っ
つ
、
代
行
判
断
の
法
理
を
適
用
す
る
場
合
は
ど
の
よ
う
な
点
に
智
者
す
 
 

る
べ
き
か
、
主
と
し
て
手
続
的
保
障
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
 
 

三
 
代
行
判
断
の
法
理
の
生
い
立
ち
 
 
 

ル
イ
ー
ズ
■
ハ
ー
モ
ン
（
「
O
u
i
韓
穿
m
邑
に
よ
れ
噂
代
行
判
断
の
法
理
は
、
一
八
〓
ハ
年
、
イ
ギ
リ
ス
で
、
後
天
的
な
蹄
神
障
 
 

害
者
F
m
a
t
i
c
（
生
来
の
心
神
喪
失
者
蛋
O
t
と
異
な
る
）
 
の
財
産
の
一
部
を
姪
に
与
え
る
宅
F
川
t
b
r
叩
a
d
申
立
て
事
件
に
お
い
て
、
大
法
官
 
 

エ
ル
ド
ン
E
－
d
告
卿
が
案
出
し
た
。
自
ら
の
財
産
を
他
者
に
与
え
る
傾
向
の
あ
る
合
理
的
な
精
神
障
害
者
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
基
 
 

に
、
家
族
的
な
絆
、
相
互
の
愛
情
、
事
前
の
贈
与
意
思
な
い
し
は
気
前
の
よ
い
前
歴
な
ど
に
つ
い
て
の
立
証
は
不
要
と
さ
れ
た
。
 
 
 

代
行
判
断
の
法
理
は
、
一
一
つ
の
見
せ
か
け
p
r
e
t
e
n
s
e
か
ら
成
る
。
第
一
は
、
考
え
欲
す
る
能
力
を
人
間
Ⅹ
が
な
お
有
し
て
い
る
と
す
 
 

れ
ば
考
え
欲
し
た
で
あ
ろ
う
内
容
は
…
で
あ
る
と
の
、
第
二
は
、
裁
判
官
が
、
そ
の
よ
う
な
Ⅹ
の
言
明
の
内
容
に
ア
ク
セ
ス
し
う
る
と
 
 

の
、
見
せ
か
け
で
あ
る
。
こ
の
法
理
は
、
「
瑞
神
障
書
者
は
人
間
以
下
の
何
物
s
O
m
e
琵
n
g
か
、
生
き
て
い
る
以
下
の
何
物
か
で
あ
る
」
 
 

と
言
わ
ず
に
済
ま
せ
る
た
め
の
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
死
者
扱
い
し
た
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
法
理
は
、
後
に
、
イ
ン
フ
ォ
ー
仏
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
法
に
借
用
さ
れ
る
。
本
人
が
生
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
身
 
 

体
を
物
に
腰
椎
す
る
こ
と
は
、
貧
乏
な
人
、
病
者
、
社
会
的
市
者
の
搾
取
に
つ
な
が
る
。
能
力
を
欠
く
者
の
身
体
の
部
分
を
摘
出
す
る
、
 
 

能
力
を
欠
く
者
の
存
慧
ら
解
放
さ
れ
る
、
讐
を
欠
く
者
の
不
妊
を
確
保
す
る
、
能
力
を
欠
く
者
毘
学
誓
の
抑
制
下
に
置
く
な
 
 

ど
、
能
力
差
く
者
の
身
体
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
（
た
ち
）
が
利
管
得
よ
う
と
し
て
い
る
要
は
隠
し
ょ
う
が
な
い
、
 
 

と
 
。
 
 

け
る
本
人
の
貢
に
限
 

も
 

田
 
鹿
床
試
験
の
客
観
的
類
型
に
よ
る
制
限
 
 
 

Ⅲ
同
意
賃
を
欠
く
者
を
被
誓
と
す
る
こ
と
が
や
む
を
え
な
い
類
型
に
制
限
（
例
外
な
し
）
 
 

代
行
判
断
法
理
の
適
用
場
雷
、
具
体
的
臨
床
試
験
の
レ
ベ
ル
で
、
同
意
能
力
差
く
者
を
被
験
者
と
す
る
臨
床
試
顔
を
実
学
る
こ
 
 

と
が
や
む
を
え
な
い
琶
に
限
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
抗
痴
呆
薬
の
治
験
の
場
合
、
痴
呆
の
核
心
症
状
に
つ
い
て
の
治
警
問
題
な
 
 

い
が
、
痴
呆
署
に
随
伴
す
る
症
状
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
痴
呆
患
者
に
署
の
も
の
か
、
同
意
能
力
あ
る
薯
で
も
治
験
が
可
能
か
ど
 
 

ぅ
か
が
問
わ
る
。
 
 

細
 
 
 
 
主
 
 
筆
G
C
芸
○
免
二
項
は
、
答
申
G
C
P
7
幸
2
・
1
の
「
や
む
夏
な
い
」
の
霞
を
欠
い
て
お
り
、
改
正
さ
れ
る
べ
き
で
 
 
 

あ
る
。
 
 

拗
治
療
的
類
型
に
制
限
（
原
則
）
 
 
代
行
判
断
蕃
の
適
用
慧
を
、
畏
的
臨
霊
験
の
レ
ベ
ル
お
よ
び
蕎
的
墓
者
の
レ
ベ
ル
で
、
治
療
的
痘
塾
の
臨
床
試
験
に
限
 
る
ぺ
き
で
あ
る
（
治
験
に
つ
き
省
令
G
C
2
五
〇
条
四
境
〉
。
治
療
的
と
は
、
具
体
的
薯
の
健
康
に
対
す
る
「
現
実
か
つ
蓋
の
誉
2
a
l
 
a
n
蔓
e
c
t
す
e
ぎ
（
C
E
「
人
権
お
よ
び
生
笹
学
条
約
」
－
七
粂
一
項
毒
の
可
筐
が
空
こ
と
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
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＝
聞
 
非
治
療
的
類
型
（
例
外
）
 
 
 

非
治
療
的
臨
床
試
顔
を
代
行
者
の
同
意
で
同
意
能
力
を
欠
く
者
に
実
施
し
う
る
理
論
的
根
拠
は
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
。
 
 
 

治
験
に
つ
き
答
申
G
C
P
7
・
2
・
3
・
2
は
、
①
本
人
に
よ
る
同
意
が
可
能
な
被
験
者
に
よ
る
治
験
で
は
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
、
 
 

②
被
験
老
に
対
す
る
予
見
し
う
る
危
険
性
が
低
い
、
③
被
験
者
の
福
祉
に
対
す
る
悪
影
響
が
最
小
限
か
つ
低
い
、
④
治
験
審
査
委
員
会
I
 
 

R
8
の
承
認
、
⑤
特
に
綿
密
な
観
察
、
⑥
不
当
な
苦
痛
あ
れ
ば
中
止
、
の
要
件
を
満
た
せ
ば
代
話
者
の
同
意
で
実
施
で
き
る
、
と
規
定
す
 
 

る
り
省
令
G
C
P
五
（
〕
条
四
項
但
し
書
き
、
七
条
二
項
は
、
右
⑤
⑥
の
要
件
を
欠
い
て
お
ヮ
、
改
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

【
8
）
 
 
加
え
て
、
具
体
的
囁
床
試
験
の
決
定
的
重
要
性
鼻
a
＝
m
p
O
r
－
a
n
n
e
を
も
要
件
と
し
、
最
低
限
の
危
険
（
ヨ
i
コ
机
m
a
；
s
k
）
に
つ
い
て
、
 
 

中
央
の
審
査
委
員
会
ヱ
R
B
に
よ
る
指
針
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

T
ヱ
 
 
非
治
療
的
類
型
を
、
事
前
指
示
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
 
 
 

剛
 
緊
急
状
況
下
に
お
け
る
救
命
的
類
型
 
 
 

治
験
に
つ
き
答
申
G
C
P
7
・
2
・
4
は
、
①
治
験
薬
が
緊
急
状
況
下
、
致
命
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
、
利
用
可
能
な
治
療
法
が
未
 
 

承
認
ま
た
は
不
十
分
、
③
本
人
ま
た
は
代
評
者
か
ら
の
事
前
の
同
意
を
縁
る
こ
と
が
不
可
能
、
③
本
人
に
対
す
る
直
接
の
利
益
が
予
見
さ
 
 

れ
る
、
④
本
人
ま
た
は
代
諾
者
へ
の
す
み
や
か
な
事
後
的
説
明
、
同
意
、
1
R
B
へ
の
報
告
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
I
R
B
の
承
認
で
実
 
 

施
で
き
る
、
と
規
定
す
る
。
省
令
G
C
P
七
条
三
項
は
右
④
の
要
件
を
欠
い
て
お
り
、
改
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

五
 
被
験
者
の
選
定
に
よ
る
制
限
 
 

m
 
同
意
能
力
を
欠
く
者
を
選
定
し
な
い
原
則
 
 
 

治
験
に
つ
き
省
令
G
C
P
四
四
条
二
項
は
、
同
意
能
力
を
欠
く
者
は
や
む
を
え
な
い
場
合
を
除
き
選
定
し
な
い
原
則
を
規
定
す
る
D
 
 
 

拗
 
同
意
能
力
の
定
義
・
判
定
方
法
の
実
情
 
 

＝
同
意
能
力
と
は
、
臨
床
試
験
参
加
の
利
害
得
失
を
判
断
で
き
る
能
力
を
い
う
。
臨
床
の
現
場
で
は
、
有
無
い
ず
れ
か
判
定
の
困
難
 
 

な
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
 
 

川
 
同
意
能
力
の
判
定
基
準
は
な
い
に
等
し
い
。
精
神
疾
患
患
者
の
領
域
で
検
討
さ
れ
て
い
る
基
準
、
す
な
わ
ち
①
意
思
表
明
の
有
無
 
 

基
準
説
、
②
具
体
的
事
項
合
理
的
検
討
能
力
説
、
③
l
般
的
事
項
合
理
的
検
討
能
力
説
、
④
具
体
的
事
項
合
理
的
結
論
説
、
⑤
一
般
的
事
 
 

項
合
理
的
結
論
説
の
う
ち
②
③
が
有
力
だ
が
、
基
準
と
し
て
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
。
 
 
 

相
 
同
意
能
力
の
水
準
は
、
臨
床
試
験
の
意
義
の
大
小
、
実
験
性
の
強
軍
医
学
的
適
応
性
の
高
低
、
直
接
的
荘
の
可
能
性
の
強
弱
、
 
 

危
険
性
の
強
弱
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

餌
 
判
定
は
プ
ロ
ト
コ
ル
ご
と
、
お
よ
び
被
験
者
ご
と
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
判
定
手
続
き
は
曖
昧
で
、
被
験
者
と
 
 

利
益
の
衝
突
が
撃
」
り
ー
J
る
実
施
者
が
判
定
し
て
い
る
。
 
 
 

川
 
判
定
目
的
も
硬
昧
で
、
で
き
る
だ
け
代
行
者
を
選
任
し
て
紛
争
を
防
止
す
る
と
い
う
医
療
機
関
の
自
己
防
衛
目
的
も
な
い
と
は
い
 
 

え
な
い
。
 
 
 

刷
 
こ
の
原
則
は
、
同
意
能
力
の
定
義
、
判
定
基
準
、
判
定
方
法
が
曖
昧
で
、
実
施
者
が
判
定
し
て
い
る
か
ら
、
被
験
者
の
権
利
痢
欝
 
 

に
は
必
ず
し
も
役
立
っ
て
い
な
い
。
 
 
 

㈱
 
定
義
・
判
定
基
準
・
判
定
方
苧
判
定
者
な
ど
に
つ
き
、
中
央
の
I
R
B
が
指
針
を
整
備
し
、
具
体
的
臨
床
試
験
ご
と
に
判
定
基
 
 

準
・
判
定
方
苧
判
定
者
な
ど
に
つ
き
プ
ロ
ト
コ
ル
に
定
め
る
ぺ
き
で
あ
る
。
明
ら
か
な
場
合
を
除
く
な
ど
這
の
範
囲
内
で
、
臨
床
試
 
 

l
柑
）
 
験
関
係
か
ら
独
立
し
た
医
師
に
よ
る
確
認
を
得
る
シ
ス
テ
ム
や
、
I
R
B
に
対
し
独
立
し
た
判
定
者
に
よ
る
判
定
評
価
奮
を
提
出
さ
せ
る
 
 

（
〓
）
 
シ
ス
テ
ム
 
（
N
B
A
C
勧
告
）
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 

六
 
代
行
者
の
範
囲
、
選
任
手
続
き
の
制
限
 
 
 

川
 
代
行
者
の
役
割
 
 

本
人
に
同
意
能
力
が
欠
け
る
と
判
定
さ
れ
た
と
き
、
代
行
者
の
選
任
が
行
わ
れ
る
。
代
行
者
の
役
割
と
し
て
は
、
①
代
行
判
断
s
。
b
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
ほ
）
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郁
 
代
行
判
断
の
原
則
に
近
づ
け
る
手
続
き
 
 

垂
 
 

‖
医
学
的
知
識
の
増
大
や
将
来
の
患
者
た
ち
の
福
祉
に
貢
献
す
る
君
恩
を
本
人
が
有
し
て
い
る
証
拠
が
あ
る
、
事
前
指
示
が
あ
る
、
 
 
 

任
意
後
見
契
約
が
あ
る
な
ど
、
本
人
の
過
去
の
意
思
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
可
能
な
限
り
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
雪
。
し
か
し
、
 
 

｝
 
こ
れ
ら
が
示
さ
れ
て
い
て
も
、
一
般
的
臨
床
試
験
レ
ベ
ル
で
の
参
加
意
思
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
具
体
的
臨
床
試
験
レ
ベ
ル
、
具
体
的
被
験
 
 

㈲
代
行
決
定
に
つ
い
て
実
体
的
、
手
続
的
保
障
（
代
行
意
思
の
定
義
、
代
行
者
の
範
囲
お
よ
び
選
任
手
続
、
代
行
者
間
で
不
－
警
と
き
 
 

【
H
】
 
 

老
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
追
加
的
な
評
価
が
必
要
に
な
る
。
 
 

糾
明
確
な
本
人
意
思
が
不
明
の
場
合
で
も
、
本
人
の
希
望
、
価
値
体
系
を
知
っ
て
い
る
近
親
者
が
選
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
家
族
 
 

（
1
5
）
 
 

の
推
定
授
権
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
 
 

刷
先
天
的
に
同
意
酪
力
を
欠
く
場
合
（
幼
児
、
重
度
の
精
神
遅
滞
な
ど
）
は
、
代
行
者
の
役
割
②
③
に
の
っ
と
り
決
定
的
重
要
性
お
よ
 
 

び
貴
低
限
の
危
険
の
要
件
そ
の
他
、
非
治
療
的
類
型
を
許
容
す
る
要
件
と
同
様
に
考
え
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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s
t
i
t
u
t
e
言
習
e
n
t
の
原
則
、
②
最
善
利
益
b
2
S
－
i
n
－
2
r
邑
の
原
則
、
③
利
益
の
姦
i
d
e
コ
t
i
－
y
O
f
i
n
－
e
r
e
s
－
の
原
則
が
誉
れ
て
い
 
 

る
。
①
は
、
そ
の
者
の
、
本
人
爵
す
る
個
人
的
主
観
的
な
知
識
の
故
に
、
本
人
が
選
択
を
な
し
う
る
と
し
た
ら
そ
う
し
た
で
あ
享
つ
よ
 
 

う
な
選
択
を
忠
実
に
複
製
し
う
る
考
②
は
、
本
人
が
合
理
人
と
し
て
望
ん
だ
で
あ
ろ
う
選
択
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
本
人
の
利
益
に
奉
 
 

仕
す
る
選
択
違
い
、
客
観
的
に
合
理
的
な
選
択
を
な
し
う
る
者
、
③
は
、
本
人
の
利
菅
そ
の
者
の
利
益
が
非
常
に
近
似
し
て
い
て
、
 
 

そ
の
者
の
利
益
の
選
択
が
本
人
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
看
で
あ
る
。
①
が
で
芸
限
り
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
答
申
G
 
 

C
P
2
■
1
8
の
「
代
話
者
」
の
定
義
は
、
や
や
②
に
比
重
が
置
か
れ
過
ぎ
て
い
る
。
 
 
 

郁
 
代
行
者
選
任
手
続
の
実
情
 
 
 

事
実
上
、
実
施
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
D
複
数
の
候
補
者
が
い
て
実
施
者
が
自
ら
の
方
針
に
賛
同
す
る
者
を
代
行
者
と
認
め
る
 
 

と
す
れ
ば
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
べ
き
自
己
決
定
・
代
行
判
断
の
法
理
が
、
回
り
回
っ
て
事
実
上
医
師
決
定
に
な
り
、
皮
肉
に
も
 
 

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
近
づ
い
て
し
ま
う
。
 
 

の
優
先
順
位
、
欠
格
事
由
撃
の
指
針
を
中
央
の
I
R
B
が
整
備
し
、
プ
ロ
ト
コ
ル
に
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 

七
 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
 
 

目
 
鼻
体
的
被
験
者
の
選
定
 
 

具
体
的
な
被
験
者
選
定
の
適
正
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
能
力
が
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
に
も
ま
し
て
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
 
 

治
療
法
に
反
応
し
て
い
る
患
者
の
場
合
に
研
究
者
と
被
験
者
の
利
益
の
衝
突
が
起
こ
り
う
る
。
こ
の
点
で
、
研
究
者
と
被
験
者
の
間
の
利
 
－
1
8
）
 
益
相
反
を
回
避
す
る
た
め
に
、
研
究
者
に
対
し
、
経
済
的
、
学
問
的
利
益
を
開
示
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
が
検
討
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
 
 

脚
 
代
行
者
へ
の
説
現
前
お
よ
び
代
行
者
同
君
後
の
追
加
的
手
続
き
 
 

①
代
行
者
に
説
明
す
る
前
に
、
本
人
に
対
し
、
能
力
を
欠
く
旨
の
判
定
を
知
ら
せ
、
②
代
行
者
が
同
意
し
た
場
合
に
は
、
 
 

■
け
）
 
 

し
、
そ
の
旨
知
ら
せ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
 
 

川
 
代
行
者
へ
の
説
明
、
同
意
 
 

治
験
に
つ
き
省
令
G
C
P
五
〇
条
二
項
 
 
 

卸
 
本
人
が
拒
ま
な
い
こ
と
 
 

C
E
条
約
一
七
条
l
項
五
号
参
照
。
本
人
が
拒
否
し
た
場
合
、
拒
否
権
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
臨
床
試
験
の
中
 
 

で
で
な
け
ナ
れ
ば
利
用
で
き
な
い
治
療
法
を
拒
否
す
る
な
ど
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
拒
否
権
尊
重
の
例
外
を
認
め
る
a
莞
n
t
の
考
 
 

（
用
】
 
 

え
方
も
あ
る
。
 
 
 

㈲
 
本
人
決
定
を
覆
す
代
行
者
の
権
限
 
 

本
人
の
最
善
の
利
益
に
合
致
し
な
い
、
ま
た
は
本
人
の
意
図
に
反
す
る
と
の
理
由
に
よ
り
代
行
者
に
本
人
決
定
を
覆
す
権
限
を
認
め
る
 
 

（
柑
一
 
 

考
え
方
も
あ
る
。
 
 

本
人
に
対
 
 

従
前
の
 
 



T
）
 
社
会
的
弱
者
く
u
】
コ
e
r
a
b
】
e
s
u
b
j
e
c
t
s
を
被
験
者
と
す
る
と
き
、
参
加
に
伴
う
利
益
ま
た
は
参
加
拒
否
に
よ
る
上
位
者
の
報
復
を
予
想
す
る
 
 

こ
と
に
よ
り
、
自
発
的
参
加
意
思
が
不
当
に
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
、
同
意
の
自
発
性
の
問
題
に
対
し
て
は
被
験
者
保
護
の
た
め
 
 

の
別
の
判
断
枠
組
み
が
必
要
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
 
 

（
り
こ
 
利
益
に
は
、
臨
床
上
、
人
格
上
、
経
済
上
の
も
の
な
ど
が
含
ま
れ
る
か
ら
、
経
済
上
の
も
の
を
除
外
し
た
利
益
と
い
う
意
味
で
、
益
と
表
現
 
 

し
て
み
た
。
 
 

（
3
）
 
光
石
忠
敬
「
治
験
の
倫
理
と
は
何
か
 
近
年
の
動
き
を
素
材
に
治
験
審
査
の
た
め
の
治
験
の
倫
理
を
考
え
る
」
B
i
O
m
e
d
i
c
a
l
P
e
訪
p
e
C
t
i
v
e
 
 

く
○
－
．
0
0
Z
P
－
（
－
翌
空
t
 
 

（
エ
ー
般
的
臨
床
試
験
の
レ
ベ
ル
、
具
体
的
臨
床
試
験
の
レ
ベ
ル
お
よ
び
具
体
的
被
験
老
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
光
石
忠
敬
∃
臨
床
試
験
』
 
 

に
対
す
る
法
と
倫
理
」
内
藤
周
章
編
集
「
臨
床
試
験
」
（
薬
事
日
報
社
、
一
九
九
六
年
）
一
四
一
斉
参
照
。
 
 

J
 

6
 

（
7
）
 
医
薬
品
の
臆
床
試
験
の
実
施
の
基
準
（
G
C
P
）
中
央
薬
事
審
議
会
一
九
九
七
年
三
月
一
三
冒
答
申
。
 
 

（
且
 
ア
メ
リ
カ
の
A
【
N
h
e
i
m
e
r
D
許
a
s
e
C
e
n
t
e
r
s
（
A
D
C
s
）
の
P
O
S
i
t
＝
冨
P
a
p
2
r
（
忘
冨
）
岩
．
 
 

（
9
）
 
ア
メ
リ
カ
の
声
ヨ
e
r
山
荘
コ
G
e
r
i
a
t
r
i
c
s
S
O
n
資
y
（
A
G
S
）
の
P
O
S
i
宮
n
S
t
a
t
e
m
e
n
二
－
減
車
蒜
．
 
 

（
…
川
）
 
日
本
精
神
神
経
学
会
「
臨
床
研
究
に
お
け
る
倫
理
綱
領
」
。
 
 

（
‥
］
）
 
ア
メ
リ
カ
の
2
a
t
i
◇
コ
a
】
B
i
O
e
t
h
i
c
s
A
d
く
i
s
O
r
y
C
ロ
m
已
乳
O
n
（
2
由
A
n
）
の
勧
告
（
岩
室
甲
 
 

（
…
昆
）
 
M
a
n
k
－
i
n
、
R
．
．
P
r
O
b
訂
ヨ
0
〓
n
f
O
m
e
乱
C
O
コ
S
e
n
t
W
i
臣
C
O
讐
己
孟
】
y
l
m
琶
i
r
e
d
一
E
臣
∩
巴
Q
u
邑
i
O
n
S
i
n
B
r
a
i
n
a
n
d
B
各
a
鼠
O
r
・
 
 

」／  
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八
 
独
立
の
審
査
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
審
査
 
 

小
叫
 
I
R
B
構
成
員
に
、
①
特
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
疾
患
専
門
家
お
よ
ぴ
③
患
者
の
家
族
ま
た
は
患
者
の
利
益
代
表
等
（
蹄
時
委
員
）
の
参
 
 

（
罰
－
 
加
を
義
務
付
け
る
シ
ス
テ
ム
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

凧
困
 
中
央
1
R
B
が
指
針
を
定
め
、
1
R
B
が
具
休
的
臨
床
試
験
を
審
査
す
る
審
査
休
制
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
 
 

S
p
ヨ
g
e
l
く
2
ユ
a
g
】
N
t
Y
・
－
冨
山
・
 
 

（
ほ
）
例
え
ば
、
ザ
ス
・
キ
ー
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
案
q
浦
川
道
太
郎
「
終
末
期
医
讐
た
め
の
薯
の
指
示
書
〈
い
わ
ゆ
る
リ
ビ
ン
グ
ウ
イ
ル
）
 
 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
草
デ
ル
指
示
奮
起
革
の
試
み
」
B
l
O
E
T
ロ
汽
S
岩
T
W
O
R
芥
誉
・
芦
－
涙
声
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
門
）
 
 

（
1
8
）
 
 

（
1
9
）
 
 

W
弧
凸
 
 

な
お
A
G
S
の
冒
s
i
t
訂
ロ
S
t
a
t
e
m
e
コ
t
∞
参
攣
。
 
 

A
D
C
の
P
O
致
已
O
n
P
a
p
e
r
u
l
 
 

A
D
C
の
P
O
S
i
t
i
O
n
P
a
p
領
甲
 
 

N
B
A
C
の
勧
告
9
。
 
 

A
D
C
の
P
O
S
i
許
n
P
a
p
e
r
い
－
A
G
S
の
P
O
S
己
呂
S
－
a
t
e
ヨ
e
コ
t
P
 
 

A
G
S
の
P
O
賢
i
O
ロ
S
t
a
t
e
ヨ
苫
t
甲
 
 

N
B
A
C
の
勧
告
1
。
 
 

（
筆
者
は
弁
護
士
）
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